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議第  号参考資料  富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の一部を改正する条例  新旧対照表      （＿：改正部分） 

改正前 改正後 

目次 目次 

前文 前文 

第１章 省略 第１章 省略 

第２章 森林喪失影響評価 第２章 森林喪失影響評価 

第１節 省略 第１節 省略 

第２節 重度開発届出（第７条） 第２節 重度開発又は土地の改変事業の届出（第７条） 

第３節～第７節 省略 第３節～第７節 省略 

第３章 省略 第３章 省略 

附則 附則 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、富士・愛鷹山麓地域の森林（森林法（昭和26年法律第 

249号）第２条第１項に規定する森林をいう     。）の有する公益的

機能（以下「森林機能」という。）を保全するため、重度開発           

       を行う者がその事業の実施に当たりあらかじめ森林喪失影響評価

を行うことにより、森林機能の保全について適正な配慮がなされることを

確保し、もって富士・愛鷹山麓地域の豊かな恵みを将来の世代に引き継ぐ

ことを目的とする。 

第１条 この条例は、富士・愛鷹山麓地域の森林（森林法（昭和26年法律第 

249号）第２条第１項に規定する森林をいう。以下同じ。）の有する公益的

機能（以下「森林機能」という。）を保全するため、重度開発又は土地の

改変事業を行う者がその事業の実施に当たりあらかじめ森林喪失影響評価

を行うことにより、森林機能の保全について適正な配慮がなされることを

確保し、もって富士・愛鷹山麓地域の豊かな恵みを将来の世代に引き継ぐ

ことを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

⒧及び⑵ 省略 

⑶ 重度開発 森林地内の伐採跡地を森林以外の用途に供することをい

う。 

⒧及び⑵ 省略 

⑶ 重度開発 森林地内の伐採跡地を森林以外の用途に供することをい

う。 

 ⑷ 土地の改変事業 森林地内の伐採跡地を次のいずれかに該当する事業

（当該事業に供した後、森林の用途に供するものに限る。）に供するこ
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改正前 改正後 

 とをいう。 

ア 富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成22年

富士市条例第25号）第２条第２号に規定する土地の埋立て等を行う事

業（森林機能を保全するための事業を除く。） 

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第８条

第１項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第１項に規

定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更

の事業 

 ⑸ 重度開発等 重度開発又は森林法第10条の２に規定する開発行為の許

可が必要な土地の改変事業をいう。 

⑷ 事業主 重度開発                  を実施しようとする者をいう。 ⑹ 事業主 重度開発又は土地の改変事業を実施しようとする者をいう。 

⑸ 土地所有者等 重度開発                  を実施しようとする土地

の所有者、占有者又は土地の利用に関し権限を有する者をいう。 

⑺ 土地所有者等 重度開発又は土地の改変事業を実施しようとする土地

の所有者、占有者又は土地の利用に関し権限を有する者をいう。 

⑹ 森林喪失影響評価 重度開発  が森林機能に及ぼす影響（当該事業の

実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動そ

の他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に

伴って生ずる影響を含む。以下「森林喪失影響」という。）について構

成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを

行う過程においてその事業に係る森林機能の保全のための措置を検討

し、この措置が講じられた場合における森林喪失影響を総合的に評価す

ることをいう。 

⑻ 森林喪失影響評価 重度開発等が森林機能に及ぼす影響（当該事業の

実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動そ

の他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に

伴って生ずる影響を含む。以下「森林喪失影響」という。）について構

成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを

行う過程においてその事業に係る森林機能の保全のための措置を検討

し、この措置が講じられた場合における森林喪失影響を総合的に評価す

ることをいう。 

⑺ 省略 ⑼ 省略 

（事業者の責務） （事業者の責務） 

第５条 省略 第５条 省略 

２ 事業者は、富士・愛鷹山麓地域内の重度開発                  を計画

する際、森林機能への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、

その結果に基づき、森林機能の保全に努めなければならない。 

２ 事業者は、富士・愛鷹山麓地域内の重度開発又は土地の改変事業を計画

する際、森林機能への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、

その結果に基づき、森林機能の保全に努めなければならない。 
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改正前 改正後 

第２章 森林喪失影響評価 第２章 森林喪失影響評価 

第２節 重度開発届出 第２節 重度開発又は土地の改変事業の届出 

第７条 事業主及び土地所有者等（以下「事業主等」という。）は、あらか

じめ重度開発                  に係る事業計画を市長へ届け出なければ

ならない。 

第７条 事業主及び土地所有者等（以下「事業主等」という。）は、あらか

じめ重度開発又は土地の改変事業に係る事業計画を市長へ届け出なければ

ならない。 

２ 省略 ２ 省略 

３ 市長は、第１項の規定による届出に係る事業の内容にかかわらず、次に

掲げる事業については、森林喪失影響評価を実施しないものとすることが

できる。 

３ 市長は、第１項の規定による届出に係る事業の内容にかかわらず、次に

掲げる事業については、森林喪失影響評価を実施しないものとすることが

できる。 

⒧及び⑵ 省略 ⒧及び⑵ 省略 

⑶ 重度開発を行う面積が500平方メートル未満                       

                       であって、過去５年間、近接する土地におい

て重度開発                  を伴う事業が行われていない事業 

⑶ 重度開発を行う面積が500平方メートル未満又は土地の改変事業を行

う面積が１ヘクタール以下であって、過去５年間、近接する土地におい

て重度開発又は土地の改変事業を伴う事業が行われていないもの 

⑷及び⑸ 省略 ⑷及び⑸ 省略 

４及び５ 省略 ４及び５ 省略 

（勧告） （勧告） 

第22条 市長は、事業主等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

当該事業主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

第22条 市長は、事業主等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

当該事業主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

⒧ 重度開発  を実施しようとするに当たり、第２章第２節から第７節ま

でに規定する手続を行わないとき。 

⒧ 重度開発等を実施しようとするに当たり、第２章第２節から第７節ま

でに規定する手続を行わないとき。 

⑵～⑷ 省略 ⑵～⑷ 省略 

（保全措置として植林された森林） （保全措置として植林された森林） 

第25条 第７条第３項第２号に規定する保全措置又は第18条第５項の規定に

より公告された評価書に基づき植林された森林は、森林地とみなし、これ

を重度開発しようとする                    ときは、本条例の規定を適

用する。 

第25条 第７条第３項第２号に規定する保全措置又は第18条第５項の規定に

より公告された評価書に基づき植林された森林は、森林地とみなし、当該

森林地において重度開発等を実施しようとするときは、本条例の規定を適

用する。 

 


